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Ⅰ はじめに 

 

持続可能性報告は、組織の社会影響やそれ

に対する取り組みの業績を測定し、ステーク

ホルダーに報告するための社会会計のフレー

ムワークで説明されるものであるが、特に

1970 年以降、盛んに議論され、また実際に

様々な国において企業を中心に作成発行され

てきている。しかし、パブリックセクターの

持続可能性報告に関していえば、企業のそれ

と比較してそれほど進展しておらず、学術的

議論においても実務慣行においても未だ萌芽

期にある。 

これまでもなぜパブリックセクターでは持

続可能性報告が企業ほど進展しないのか、企

業実務を普及させた誘因となった標準的報告

フレームワークはパブリックセクターでも適

用可能かなど、パブリックセクターの持続可

能性報告の在り方が議論されてきた。ある者

は、企業の持続可能性報告で適用されがちな

標準的な報告のフレームワークの手法はパブ

リックセクターにも適用可能であり、持続可

能性業績を測定し報告することで説明責任が

果たせ、持続可能性の業績管理が可能になり、

経営情報の品質が向上するというかもしれな

い。一方で、別の者は、パブリックセクター

の社会厚生の向上という本来の役割や領域に

沿った透明性や説明責任のあり方に鑑みて、

業績の測定と報告の問題を考えるべきであり、

安易で形式的な報告をすればかえって非持続

可能性の報告となるため、実務の経験に即し

た情報開示の在り方を検討すべきというかも

しれない。このような議論を通して、パブリ

ックセクターの持続可能性報告の意義に対す

る関係者の理解が深まり、実践が積み重ねら

れことで、パブリックセクターの本来的役割

である社会厚生の向上と、持続可能性への貢

献の両方の達成に繋がっていくものと考える。

そこで本研究では、選定された文献研究を通

して、パブリックセクターの持続可能性報告

の可能性と課題を明らかにしていく。このよ

うな検討は、パブリックセクターの持続可能

性報告を有意義なものにするために不可欠で

あり、またそれを促進することに関わる政策

的議論の基礎を提供する上でも非常に有益と

考える。 

本稿の構成は、次章で理論面の先行研究を

吟味し、第 3章でパブリックセクターの持続

可能性報告の傾向を検討し、第 4章で実務を

巡る先行研究をもとに課題を検討し、第 5章

で考察し、結論し、本研究の限界と残された

課題を述べていく。 

 

 

Ⅱ 先行研究 

 

１ 持続可能性報告の概念 

社会環境会計報告の分野は、過去数十年に
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おいて急激に発展してきており、学術的にも

実務的にも議論が積み重ねられてきている

(Gray 2002)。社会会計、社会環境会計、環境

会計、持続可能性報告、企業の社会的責任

(Corporate Social Responsibility: CSR)報

告はこれまで共に、組織、主に企業の社会責

任を拡大する前提で議論され、外部性の問題

に焦点を当ててきた。社会環境会計報告の分

野のほとんどの研究者が企業に関心があるが、

パブリックセクターの組織もこの方法で評価

される(Mathews and Perera 1995, 364)。 

社会環境会計は、組織の経済活動の社会的

および環境的影響を、社会内および社会全体

の特定の利益団体に伝えるプロセスと定義さ

れ、そしてそのプロセスは、資本の所有者に

財務諸表を提供する伝統的な役割を超えて、

組織の説明責任を拡大することを含む(Gray 

et al. 1987, ix)。このような拡大は、単に

企業が株主のために資金を稼得することを超

えて、より広い責任を負うという前提に基づ

くものである(Gray et al. 1987, ix)。また、

社会環境会計とは、組織が、様々な聴衆に情

報を提供し、または影響を与えるために、定

性的および定量的に行う自主的な情報開示と

定義される(Mathews 1993, 64)。この定量的

開示は、財務的または非財務的な用語で行わ

れる場合がある (Mathews 1993, 64)。さらに、

社会会計とは、従業員、製品、地域社会のサ

ービス、汚染の予防や削減に関する情報の提

供など、非伝統的な分野への開示を拡大する

ことを意味するものと定義され、社会会計と

いう用語は、外部性を考慮した包括的な会計

を記述するためにも使用される(Mathews and 

Perera 1995, 364)。 

実質的な社会環境報告、とりわけ、品質の

高い、（非）持続可能性報告の意義は、現代の

国際的な資本主義やそれを支える主な組織に

よって環境破壊が最大化しており、また社会

正義についての現実的な概念も侵食されてい

ることを示すことにある(Gray 2006)。よって、

社会環境会計報告や、同義の近年増加しつつ

ある持続可能性報告は、原則として、外部性

の問題を中心とするものであり、伝統的な財

務会計の代替的な会計である(Gray 2006)。持

続可能性報告は、財務報告の年次報告書と同

様に、経済的、環境的、社会的および統治の

業績を測定し、伝達するための重要な基盤で

ある(GRI 2012)。 

組織が提供する持続可能性報告の情報が重

要である理由は様々あるが、主に 3つの潜在

的理由がある(GRI 2012)。すなわち、ビジネ

スモデルと戦略の長期的な実行可能性につい

て意味のある評価を提供できること、政府お

よびその他のステークホルダーの情報ニーズ

を満たせること、希尐資源の効果的な配分を

確保できることの 3つである(GRI 2012)。 

組織が持続可能性報告をすることの様々な

利点が考えられるが、主に 9つの潜在的利点

がある。すなわち、業務効率が向上すること、

評判を管理でき評判が向上すること、事業の

ためのより強い社会的ライセンスが得られる

こと、地域社会とのより強い関係が築けるこ

と、従業員の満足度を高め引き留めることが

できること、リスクマネジメントが改善する

こと、長期的な安心が向上すること、資本へ

のアクセスが確保されること、環境や社会へ

の負の影響を最小限に抑えられることの 9つ

が考えられている(GRI 2012)。 

持続可能性報告にどのような潜在的機能が

あるかについては、様々な議論がある中で、

最近増加しつつある統合報告と同じく、革新

のための重要な機会を提供することであると

説明できる。すなわち、組織が持続可能性の

業績について責任を負い、非財務の問題をビ

ジネス戦略に統合するにつれて事業全体で革

新が生じること、組織が主なリスクと革新の

148



ＬＥＣ会計大学院紀要 諸井勝之助先生追悼号 

パブリックセクターの持続可能性報告の可能性と課題 

分野を取り扱うのに役立つこと、伝統的な財

務報告では得られない組織全体の幅広い視点

と業績の説明を提供すること、組織のアクセ

スと様々な資源への影響を可視化すると同様

に、組織が利用する環境、社会、経済の様々

な分野での様々な資源との関係や、それらへ

の依存を可視化することという潜在的機能を

挙げることができる(GRI 2012)。 

 

２ パブリックセクターの持続可能性報告

の理論 

パブリックセクターが持続可能性報告をす

る行動は、説明責任の理論をもとに説明でき

る。説明責任は多元的な概念であり、よい統

治や有徳な行為のように考えられる(Simaens 

and Koster 2013)。説明責任とは、行為者と、

人々が意見やアイデアを交換する場であるフ

ォーラムとの関係をいうものであり、そこで

は、行為者は自分の行動を説明し正当化する

義務を負っており、フォーラムは質問を投げ

かけて判断を下すことができ、行為者は結果

に直面する可能性がある(Bovens 2007)。

Unermanと O'Dwyer (2006, 2010)は説明責任

の手法を 3つに分類している。まず、上向き

の説明責任は、組織が資金提供者に対して責

任を負うと信じられているものであり、2 つ

目の下向きの説明責任は資金提供者だけでな

く、その受益者に対して責任を負うと信じら

れているものであり、3 つ目の全体的な説明

責任は、理想的には説明責任の多方向の次元

の追加と前述の上方向および下向きの説明責

任を組み合わせたものである(Unerman and 

O'Dwyer 2010)。パブリックセクターの場合、

1 つ目の上向きの説明責任の概念を用いると、

納税者に対する責任の範囲に留まることが説

明されるが、2 つ目の下向きの説明責任の概

念を用いると、パブリックセクターのサービ

スを受ける受益者に対する責任があることも

説明され、そして、3 つ目の全体的な説明責

任の概念を用いると、さらに拡張したステー

クホルダーへの責任について取り扱うことが

できる。説明責任や業績管理のために外部報

告の手段が採られがちであり、持続可能性の

主題についても外部報告の手段を採ることで、

これらの目的を達成できる可能性がある。ま

た、持続可能性報告には報告のプロセスと情

報開示の 2つの意味合いがあり(Niemann and 

Hoppe 2018)、持続可能性を報告するプロセス

が組織変化の影響をもたらしたり、情報開示

をすることで様々な説明責任の要求をもつス

テークホルダーにシグナル効果をもたらした

りする(Simaens and Koster 2013)。パブリッ

クセクターの場合も同様に説明される。 

持続可能性報告は、一般に、持続可能性を

主題とする説明責任を果たす機能があると議

論されるが、パブリックセクターが持続可能

性報告をすることが、必ずしも説明責任を果

たすことに繋がらない場合もある。Niemann

と Hoppe(2018)によれば、公営管理の分野で、

説明責任や統治の言葉が一般大衆に普及しつ

つある中で、持続可能性の報告をすることが

政策決定や市民の参画を促進する万能のツー

ルとなりうるものではないと指摘している。

「説明責任」を謳った持続可能性報告が、環

境配慮を上辺だけで取り繕うグリーンウォッ

シングや、計画や統制の有効性を信奉する管

理統制主義者の情報の発表の場になりうるか

らである(Niemann and Hoppe 2018)。 

次に、パブリックセクターが持続可能性報

告をする行動について、正当性の理論でも説

明できる。企業の場合、持続可能性報告は、

事業のための社会的ライセンスを維持するた

めに行われると説明される。パブリックセク

ターの場合も同様に、組織が正当性を求める

行動であると説明できる。とりわけ、地方自

治体は、一般に、「経営管理上の方法を模倣す
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る」という報告慣行を採るために、制度的な

政治的な動機があることが確認されている 

(Marcuccio and Steccolini 2005; Niemann 

and Hoppe 2018)。例えば、地方自治体が「グ

リーン」や「スマート」というような資格を

強 化 す る こ と に 熱 心 な 場 合 が あ る

(Yigitcanlar and Lönnqvist 2013)。また、

独立の報告書を作成する地方自治体の場合、

その目的が公的な正当性を求めることにある

との研究調査の結果もある(Marcuccio and 

Steccolini 2005）。 

3 つ目に、制度理論(DiMaggo and Powell 

1983; Neu et al. 1998)を用いても、パブリ

ックセクターが持続可能性報告を適用する機

構を説明できる。制度理論は同じ組織フィー

ルドに属する組織の行為や形式における同質

化を説明するために考えられた理論である。

組織フィールドとは、全体として、制度的生

活の認知された領域を構成する組織からなる

分析単位と定義され、例として、主要なサプ

ライヤー、資源および製品の消費者、規制機

関、および同様のサービスまたは製品を生産

する他の組織が挙げられる(DiMaggo and 

Powell 1983)。制度の変化は 3つの機構、す

なわち、規範的プロセス(規範的同型化)、模

倣的同型化、強制的機構(強制的同型化)によ

って生じる(Mussari and Monfardini 2010)。

規範的圧力は、主に、労働条件を定義し改善

するために、職業の構成員の集団的行動とし

て定義される専門職化に由来する(DiMaggo 

and Powell 1983)。規範的プロセスは、パブ

リックセクターの場合、パブリックセクター

改革などの方針によって誘導された、地方自

治体の公共サービスの提供に影響する、新し

い管理主義というような規範が誘因となって

生じる同型化をいう(Mussari and Monfardini 

2010)。次に、模倣的同型化とは、環境の不確

実性から生まれるものであり、この不確実な

環境において、組織が成功すると認識してい

る他の組織を自分のモデルとする傾向がある

ことをいう。パブリックセクターの場合、模

倣的同型化は、非営利組織同士の競争、また

はパブリックセクター改革の結果によってサ

ービスを生み出すパブリックセクターとの競

争が必要とされる状況に関連している

(Mussari and Monfardini 2010)。3つ目の強

制的機構とは、組織が適応するために社会の

期待に応じて影響される状況を説明する。パ

ブリックセクターの場合、強制的機構は、新

規制の執行やパブリックセクターの機関の正

当性を回復するか、あるいは維持することが

必要になることを指す。このような制度理論

を使って、パブリックセクターで持続可能性

報告が徐々に進展していく状況の理由を説明

できる。Mussariと Monfardini (2010)は、イ

タリアの非営利団体やパブリックセクターを

参照して、社会報告の主な特色を概説し、ま

た社会報告の慣行が部分的に規制された枠組

みに収斂していくプロセスを示すその理由に

ついて、制度理論の手法を採用して以下のよ

うに説明している。すなわち、パブリックセ

クターの組織の役割には、市民の要求に応え

ることがあり、場合によって失われた市民の

信頼を取り戻す必要があるが、そのような場

合に、ステークホルダーのニーズを変化させ

るツールとして、自主的な社会報告の開示が

利用される。制度理論の機構の一つである模

倣的同型化は、パブリックセクターでは、組

織の生き残りや繁栄を賭けた競争にさらされ

ていないために、生じることが尐ない。一方、

強制的同型化は、パブリックセクターではよ

く見られる。例えば、ある制度の潮流によっ

て、報告組織の行動が共有のフレームワーク

に導かれていく場合が当てはまる。また、社

会報告は基礎的に要求される事項であるとす

るステークホルダーからの非公式な圧力を受
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けて、正当性を維持するために組織が自主的

に報告する場合がある。法律は最も強力なツ

ールであり強制的同型化のツールといえるが、

持続可能性報告のような新種の報告に対して

は、罰則規定のある法令を強制的に遵守させ

るハードローで取り扱うよりも、模倣的同型

化のツールといえるソフトローで取り扱う場

合がある。そのような場合、まずソフトロー

で効果が上がらなければ、同時並行で準備し

ておいたハードローに移行する場合がある

(Mussari and Monfardini 2010)。 

 

３ パブリックセクターの持続可能性報告

の意義 

パブリックセクターが持続可能性報告を行

う意義は、経営情報の品質向上と、持続可能

性の取り組みの促進にあると考えられる。こ

の点に関するグローバルレポーティングイニ

シアティブ(Global Reporting Initiative: 

GRI)(2012)による主張を以下みていきたい。

まず、パブリックセクターの機関は経済的、

環境的、社会的業績についての透明性と説明

責任を果たすために、様々なステークホルダ

ーからの要求に直面している（GRI 2012）。こ

れらの業績に関する情報が、通常の業務管理

の情報や報告システムに統合されていない場

合には報告量が膨大になる（GRI 2012）。サー

ビス、人材、経済および法人などの各領域の

業績の情報について、中央官庁から同じ内容

を要求されることがあるため、最小限の一式

の資料が定義される必要性があり、また機関

内や中央官庁および公的レベルでの管理報告

とも整合するような全体的な情報モデルが必

要と認識されている（GRI 2012）。さらに一度

収集した情報を何度も使用でき、各部署の業

務システムから導き出せるような情報を、そ

のまま公的報告に利用できることが理想とさ

れる（GRI 2012）。これらのためには情報の共

通定義と標準化が必要であるが、持続可能性

報告は、このような報告プロセスを合理化し、

透明性と説明責任を実現することに貢献し、

パブリックセクターの機関にとって重要な役

割を果たせる（GRI 2012）。持続可能性を報告

することは、情報の追加公表をすることでは

なく、情報を結合して全体的思考を促進する

ことであり、報告に伴う混乱や負担を軽減し、

経営情報に価値と品質を加え、重要な業績情

報を開示することを可能にするものといえる

（GRI 2012）。 

また、「測定されるものが達成される」とい

う観点に立てば、持続可能性を測定し報告す

ることで、パブリックセクターの意思決定プ

ロセスに持続可能性の問題が不可欠な部分と

して認識され、その結果、この分野の取り組

みが促進し、持続可能性の目標が達成される

ことになる（GRI 2012）。戦略計画、業務効率

化、顧客サービス、ステークホルダー管理、

労使関係、労働力管理、環境管理などの様々

な既存の報告や管理業務の面で、持続可能性

報告は組織を支援するものといえる（GRI 

2012）。持続可能性指標などを用いることで、

政府機関から要求される公的報告の多くの部

分を整理できたり、様々な開示項目を結びつ

けたりできる可能性がある（GRI 2012）。前述

の GRIガイドラインのような持続可能性報告

のフレームワークを使うことで、組織が事業

の影響、政府の方針や戦略、結果との関連性

を理解することに繋がる可能性がある(GRI 

2012)。 

 

４ パブリックセクターの持続可能性報告

の 3分類 

様々なパブリックセクターの組織形態があ

る中で、公的機関が公表する持続可能性報告

は、その報告内容の特徴をもとに 3つに分類

できる(GRI 2004, 2005, 2012; Niemann and 
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Hoppe 2018)。まず第 1の分類として、公的機

関の全体的な業績を取り扱う「年次報告書」

のような報告書があり、その中で、最も一般

的な報告は財務報告である(GRI 2004, 2012)。

この報告では、公的機関の活動や業績を議論

するが、予算がどのように適用されたかを示

す意図で報告される。米国の「業績報告」も

この範疇に属する(GRI 2004, 2012)。パブリ

ックセクターの機関内でのエネルギー消費量

のような、機関自身の持続可能性分野の業績

に関する情報が報告される (GRI 2005; 

Niemann and Hoppe 2018)。 

第 2の分類として、環境計画や持続可能性

戦略のような政策あるいは戦略のあらましを

述べる報告がある(GRI 2004, 2012)。典型的

に政策のフレームワークを記述するものであ

るが、政策や事業がもたらす影響を取り扱う

ことは求められていない(GRI 2004, 2012)。

報告書の表題に持続可能性や持続可能な発展

と謳っていても、事業からの影響や、政策の

影響は分析されておらず、仮にあったとして

も限定されており、GRI ガイドラインのフレ

ームワークでいう持続可能性報告とは性質が

異なる(GRI 2004, 2012)。太陽熱温水システ

ムで節約されるエネルギーのような、エネル

ギー公共政策と施策の実施の情報が報告され

る。 

第 3の分類として、環境状態の報告のよう

な地理的区域（国、州、地域、市または地方

自治体区域）の経済的、環境的、社会的状態

を表示する報告書がある。この場合、大気の

質、水の質、識字率のような測定尺度を含ん

でいる。管轄内でのエネルギー消費量のよう

な、環境についての文脈と状態の情報である。

中には、環境や人権などの一分野のみを検討

する報告があり、一方で、持続可能な状況の

統合的な評価を提供しようとする報告もある

(GRI 2004, 2012)。 

これら 3分類の報告のうち、持続可能性報

告は組織とその活動の影響を記述するもので

あるので、持続可能性報告に最も多く適用さ

れるのは、第 1の分類の報告であり、第 2と

第 3の 2つの分類は関連情報を提供すること

ができる報告とされる(GRI 2004, 2012)。持

続可能性報告と第 3の分類の環境の状況報告

は、同義であるとしばしば考えられるものの、

この報告は個々の公的機関の業績が環境にど

のように影響するかを示す情報や資料を提供

することはほとんどない(GRI 2004, 2012)点

で本質的に異なるといえる。第 3の分類で報

告される情報は、他に分類された情報に含ま

れるものとして、2005年に GRIから公表され

たパブリックセクターの持続可能性報告の指

針では、第 1と第 2の分類の報告に主に焦点

が当てられている(GRI 2005, 5; Niemann and 

Hoppe 2018)。 

 

 

Ⅲ パブリックセクターの持続可能性

報告の最近の動向 

 

パブリックセクターの持続可能性報告に注

目が高まりつつある状況が、国際的なあるい

は諸外国政府における最近の主な動向から伺

うことができる。近年、各国地域の規制当局

は、ますます持続可能性報告に重点を置きつ

つあり、持続可能性報告を政策で強制する国

家が増えている。欧州連合、米国、デンマー

ク、スウェーデン、スペイン、フランス、イ

ンド、南アフリカ、中国、カナダでは持続可

能性報告の方針を定めている(GRI 2012)。 

組織の持続可能性報告のための世界の主な

指針の主なものとして、前述の GRIガイドラ

インがある。この指針はパブリックセクター

が報告する際にも有用とみなされている

(Domingues et al. 2017)。GRI では 2000 年
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に最初の指針を公表し、2002年に公表した改

訂第 2版に対応した、セクター別の補足文書

の一つとして、パブリックセクター向けの補

足文書(GRI 2005)を公表している。 

英国政府の環境・食糧・農村地域省

(Department for Environment, Food and 

Rural Affairs: DEFRA)は、パブリックセクタ

ーの持続可能性報告に関する具体的なガイダ

ンスとして、「パブリックセクター年次報告書

2011-12 年：持続可能性報告指針」を公表し

ており、その後、毎年の改定版を公表してい

る(HM Treasury 2017)。英国政府は、グリー

ン調達への政府の誓約と持続可能な開発のた

めの戦略の一環として、企業とパブリックセ

クターの両方に、その年次報告書と決算書で、

持続可能性と環境に関する業績を開示するよ

うに奨励している。このような年次報告書と

持続可能性報告との統合型の報告書を採用し

ている背景として、2006年にチャールズ皇太

子のもとで行われた持続可能性会計のための

会計プロジェクトにおいて開発された、結合

報告フレームワークの考え方がある

(Scottish Government 2012)。 

2017 年版の英国のパブリックセクターの

持続可能性報告の指針の目的は、パブリック

セクターにおける持続可能性報告書の完成を

支援することである(GRI 2012)。この指針に

は、最小要件、最善事例の指針、情報作成の

ための基本原則が説明されている(GRI 2012)。

なお、英国政府の財務報告マニュアルには、

パブリックセクターの持続可能性報告に関す

る詳細な情報がある(GRI 2012)。 

英国政府以外で、パブリックセクターの持

続可能性報告を奨励する他の政府には、スウ

ェーデン、ドイツ、米国が含まれる。スウェ

ーデン政府は、2007年より国有企業に前述の

GRI の指針に基づく持続可能性報告を義務付

けている(GRI 2012)。 

ドイツ政府は、企業の社会的責任行動計画

の政策によって、ドイツの省庁による持続可

能性報告を促進させており、個々の省庁が

CSR 報告の分野でのモデルとなり、民間での

CSR 報告発行のペースメーカーとしての役割

を果たすことを期待しており、自ら CSRレポ

ートを発行することを計画で示している(GRI 

2012)。実際に、ドイツの社会労働省は GRI

の指針を適用した持続可能性報告書を発行し

ている (Federal Ministry of Social and 

Labor Affairs, 2013)。 

ドイツ社会労働省の持続可能性報告書は、

労働と社会問題における持続可能な政策決定

の背景にあるものを示すことを目指している

(GRI 2012)。一方、ドイツ社会労働省が社会

的責任の原則をどのように実践するかを説明

することも目的としている(GRI 2012)。この

報告書は主に社会労働省が政策立案のための

持続可能な手法を採用し、納税者の資金を配

分し、雇用主としての義務をどのように配分

するかに関心を持つ市民と市民団体を読者と

想定している(GRI 2012)。この報告は例を挙

げたり、また他の公的機関に、それらの活動

の社会的、環境的、社会的な結果を説明する

ように奨励したりすることを意図している

(Federal Ministry of Social and Labor 

Affairs, 2013)。 

米国のパブリックセクターの報告は、政府

の方針によって、ますます重要な位置づけと

なりつつある。とりわけオバマ前大統領によ

る 2009年 10月の大統領令によって、連邦政

府機関は環境、エネルギー、経済の業績を改

善するための持続可能性の目標を定めるよう

求められている(GRI 2012)。連邦政府機関は、

エネルギー効率を向上させる、環境配慮製品

や技術の促進のために連邦政府の調達力を活

用するなどの、2020年の温室効果ガス排出削

減目標を、大統領令から 90日以内に設定する
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ように求められた(GRI 2012)。また、石油使

用量を 30％削減すること、水の効率を 2020

年までに 26％向上させること、すべての契約

の 95％で持続可能性要件を満たすことが求

められた(GRI 2012)。 

欧州連合(European Union: EU)の欧州委員

会(European Commission: EC)では、「CSR に

関する改訂 EU戦略 2011-2014年」(EC 2011)

を 2011年に公表しており、パブリックセクタ

ーが自らの社会的および環境的業績の開示を

改善するための措置を取ることを奨励してい

る。これは前述のドイツ政府などの EU加盟国

によって強化されている(GRI 2012)。フラン

ス政府の環境・持続可能な開発・エネルギー

省の持続可能な開発一般委員会は、住民 5万

人以上の地方自治体に対して、定期的な持続

可能性報告を義務付けている(CGDD 2012)。加

えて、EUでは 2014年の指令(EU 2014)により、

非財務と多様性に関する情報開示を大企業に

義務付けている。 

国際的なフレームワークでみると、国際連

合の持続可能な開発目標 (Sustainable 

Development Goals)では、「企業、特に、大企

業や多国籍企業は、持続可能な実務を採用し、

持続可能性情報を企業の報告サイクルに統合

することを奨励する。」(UN 2015, 12.6)とい

う目標を掲げている。 

以上のように、近年の持続可能性報告の分

野における傾向から、あらゆる組織において

報告が求められているといえる(Niemann and 

Hoppe 2018)中で、パブリックセクターの情報

開示への圧力や関心も高まりつつあることが

伺えた。 

 

 

 

Ⅳ パブリックセクターの持続可能性

報告の実務を巡る議論 

 

最近の持続可能性報告に関する研究をみる

と、パブリックセクターよりもむしろ企業に

焦点を当てがちで、体系的な調査研究がおこ

なわれてこなかった(Farneti and Guthrie 

2009)が、近年、パブリックセクターが行う持

続可能性報告についての議論が盛んになりつ

つある(ex. Farneti and Guthrie 2009; Dumay 

et al. 2010; Mussari and Monfardini 2010; 

GRI 2012; Domingues et al. 2017; Niemann 

and Hoppe 2018)。Farnetiと Guthrie(2009)

は、様々な良い実践を行う組織の重要な作成

者との半構造化インタビューにより、パブリ

ックセクターの持続可能性報告の現状を分析

している。その結果、パブリックセクターの

持続可能性報告は、最新の GRIガイドライン

を利用して報告されていることや、主に組織

内部のステークホルダーに情報を提供するた

めに報告されていることを明らかにしている

(Farneti and Guthrie 2009)。また、調査対

象とした組織では、報告のためにバランスス

コアカードなども利用されており、年次報告

書だけが報告媒体ではないこと、組織内の主

な個人によって持続可能性報告が推進された

こと、財務部門の関与がほとんどなく、環境

部門が報告に最も関与していることを明らか

にしている(Farneti and Guthrie 2009)。 

また、Farnetiと Guthrie(2009)の研究では、

GRI のフレームワークがパブリックセクター

向けでないため、その適用には困難があるこ

とも明らかにしている(Farneti and Guthrie 

2009)。これについて、他の研究者も同様の議

論をしている。Dumayら(2010)は、GRIガイド

ラインを批判しつつ、パブリックセクターや

第三セクターにこの指針が適用可能かどうか

を検討している。その結果、GRI ガイドライ
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ンは、環境と環境正義の情報に基づく手法で

はなく、持続可能性への管理統制主義者の手

法を促進し、潜在的に評価の罠に陥る可能性

があり、結局、持続可能性には貢献していな

いことを明らかにしている(Dumay et al. 

2010)。パブリックセクターと第三セクターの

持続可能性報告の実務はまだ企業ほど進展し

ていないため、実際の GRIガイドラインの使

用についての批判から学ぶことができるし、

GRI も関連性と有用性を高めるために、既存

の慣習と整合したガイドラインを開発する余

地があると批判している(Dumay et al. 2010)。 

このような批判的見解に対応して、

GRI(2012)はパブリックセクターの報告要件

と、GRI ガイドラインの補足資料との間の相

違点よりも類似点に焦点を当てることを強調

している。パブリックセクター向けの補足資

料を利用することで、パブリックセクターが

社会や環境への影響の業績を改善するため社

会や環境に及ぼす影響を管理し、測定し、報

告できると主張する(GRI 2012)。また GRIガ

イドラインを利用して報告する組織が実際に

あることを証拠として、パブリックセクター

の中には、これまで備えている報告に関する

専門性や資料を持続可能性報告に適用できる

と主張し、主な情報収集の基盤やプロセスが

既に整っている組織もあると反論する(GRI 

2012)。 

勿論、GRI ガイドラインの適用可能性を疑

問視する議論や研究ばかりではなく、その適

用による効果を明らかにした研究もある。

Domingues ら(2017)は、パブリックセクター

の機関における持続可能性報告と、持続可能

性のための組織的変化に関する管理との間の

関連性に焦点を当てて、GRI ガイドラインに

基づいて作成された持続可能性報告を発行し

たパブリックセクターの機関へのアンケート

調査を実施した。その結果、調査対象機関に

おいて持続可能性報告の進展に遅れがあるも

のの、持続可能性報告をコミュニケーション

ツールとして使用し始めており、持続可能性

のための組織的変化を促進する可能性がある

ことを明らかにした(Domingues et al. 2017)。 

一方、Niemannと Hoppe(2018)の研究では、

GRI のガイドラインではパブリックセクター

の領域を考慮することなく、業績に焦点を当

てているために、地方政府は満足できないと

指摘している。パブリックセクターでは政策

と行動が領域と結びついて、経営管理や説明

責任を形成するという特質があるため、企業

で適用される GRIガイドラインのフレームワ

ークをパブリックセクターの報告にそのまま

適用できないと主張している。 

さらに興味深いことに、 Niemann と

Hoppe(2018)の研究では、ヨーロッパの 6市、

すなわち、アムステルダム、バーゼル、ダブ

リン、フライブルク、ニュルンベルク、チュ

ーリッヒの政府が公表した持続可能性報告を

比較検討し、これらの市政府が自主的に、ま

たは法的圧力に対応して、持続可能性報告に

取り組んでいるが、報告形式、発行の周期性、

執筆者、普及の努力に関してはそれぞれ独自

に選択しており、多様な実務慣習があること

を明らかにしている。また、持続可能性の報

告が組織の変更、管理、コミュニケーション

の面で便益をもたらすが、一方で、報告疲れ

を生み出し、報告中止につながることを明ら

かにしている。すなわち、なぜ世界的にパブ

リックセクターで持続可能性報告がそれほど

普及していないかの原因まで解明している。 

以上見てきたように、企業の持続可能性報

告の分野でグローバルスタンダードとして普

及している GRIガイドラインとそのパブリッ

クセクター向けの補助資料の適用可能性に批

判的な見解を示す文献があり、実務とガイド

ラインの乖離を指摘するものも観察された。 
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最後に、わが国におけるパブリックセクタ

ーの持続可能性に関する報告の中でも環境分

野に焦点を当てた情報開示についての実務の

概況を見ていく。環境省(2002)の環境報告の

促進方策に関する検討会が 2002 年に公表し

た、47 都道府県、人口 20 万人以上の 104 市

町村、東京都 23区の合計 174団体を対象とし

たアンケート調査の結果によると、回答のあ

った 142 団体(回収率 81.6%)のうち、環境報

告書を作成しているのは 27団体(19.0%)に留

まっていた。また、環境報告書を作成してい

ないと回答した 115 団体のうち、25 団体

(21.7%)が 3 年以内に作成を検討していると

の回答結果が示された。この結果を踏まえ、

環境省では「環境報告書を作成している地方

公共団体の割合はまだ低」いとの認識を示し

ている。 

このような状況は最近でもあまり変わって

いない。一般財団法人環境イノベーション情

報機構が運用する EICネットのウェブサイト

で、地方自治体の環境白書を含む、何らかの

環境の情報を公表する団体数は、筆者の確認

(2018年 5月現在)によれば、114に留まって

いた。これを全国の地方自治体数(1)に占める

割合でみると 6.3%に相当する。114の内訳を

みると、環境白書を公表する 47都道府県全部

と、それ以外の何らかの環境関連の報告媒体

を公表する区市町村 67団体(都道府県別では

北海道 5、岩手 1、宮城 1、福島 3、茨城 1、

栃木 3、埼玉 6、千葉 6、東京 8、神奈川 8、

新潟 4、石川 1、福井 1、長野 4、静岡 1、愛

知 4、三重 1、京都 1、大阪 1、兵庫 1、岡山 1、

広島 1、山口 1、福岡 2、鹿児島 1)であった。

これをみると首都圏関東地方の区市町村によ

る発行が多いものの、区市町村による発行の

ない府県も見られる。規模の大きな地方自治

体の環境に及ぼす影響の程度に鑑み、環境を

含む持続可能性の情報の自主的開示の余地が

まだまだあることが伺える。 

環境会計は持続可能性の分野で最も重要と

される環境に焦点を当てた持続可能性報告の

一形態といえるが、わが国のパブリックセク

ターの環境会計の実務に焦点を当てた研究を

見ていく。井原(2012) は環境会計をパブリッ

クセクターの環境保全施策の評価システムの

一つと捉え、わが国の地方自治体の環境会計

の課題を指摘している。井原(2012) は環境会

計に、地方自治体の環境再生能力を示す成果

指標や、指標の客観性を担保する環境監査を

導入し、長期的な視点で環境活動の成果と効

果を対応させた報告をすることを提案してい

る。さらに、住民や地域社会との協働を反映

した総合的な測定・評価指標を導入すること、

環境活動に伴うストック指標や環境再生の測

定が不足していること、環境施策と連動させ

た地方自治体の本質的な環境活動の必要性、

環境施策の評価に資する資料の確保を主な課

題として指摘している(井原 2012)。 

 

 

Ⅴ 考察と結論 

 

本研究では、パブリックセクターの持続可

能性報告の可能性と課題を検討してきた。パ

ブリックセクターによる持続可能性報告に関

する学術的議論はまだ十分進展しておらず、

実務慣行も企業のそれに比較して極めて尐な

く、萌芽期の状況にある。本研究では、選定

された先行研究の文献研究を通じて、パブリ

ックセクターの持続可能性報告を巡る議論を

整理しつつ、可能性と課題を検討してきた。

本研究での検討は、パブリックセクターの持

続可能性報告を有意義なものにするためのも

のであり、今後、パブリックセクターの持続

可能性報告を促進する政策的議論の基礎を提

供する目的ももつ。 
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本稿の第 1章では、パブリックセクターの

持続可能性報告を巡る問題の視座を提示した。 

第 2章では、持続可能性報告の概念につい

て、社会環境会計の議論をもとに責任の拡大

や外部性の問題意識の面で検討してきた。次

に、説明責任、正当性、制度の 3つの理論に

ついて先行研究を吟味してきた。そしてパブ

リックセクターにおける持続可能性報告の意

義について、経営品質の向上と持続可能性の

取り組みの促進に焦点を当てた主張を取り上

げた。さらに、パブリックセクターの持続可

能性報告をその内容に応じて、年次業績報告、

戦略や方針についての報告、環境状況の報告

の 3つに分類して整理してきた。 

第 3章では、パブリックセクターの持続可

能性報告を巡る諸外国地域や国際的レベルで

の最近の動向を概括して紹介してきた。この

分野への制度的な圧力や関心の高まりが伺え

た。諸外国のうちには英国のように独自の報

告指針を公表する国や、ドイツのように GRI

ガイドラインを適用するところも見られた。 

第 4章では、パブリックセクターの持続可

能性報告の実務を巡る選定された先行研究の

議論を検討してきた。パブリックセクターの

持続可能性報告の実務慣行は多様であり、年

次報告書に限らず他のツールも利用され、報

告目的も内部向けが多いとの議論があった。

とりわけ、多くの文献で焦点が当っていたの

は、GRI ガイドラインの適用可能性である。

GRI ガイドラインがパブリックセクター向け

でないために、その適用に困難があるとの批

判的議論がある一方、その適用による便益と

可能性に関する議論もあった。パブリックセ

クターの場合、それぞれの組織は公共政策の

中に位置づけられ、社会厚生の向上のための

役割が定められ、活動が政策や施策と結びつ

いているため、組織の目的も形態もマネジメ

ントも様々である。また、制度的政治的な誘

因や圧力が働き易い状況がある。このような

パブリックセクターの特質を踏まえると、パ

ブリックセクターが持続可能性報告をする際

に、GRI ガイドラインのような民間企業で利

用される標準的な一式の報告フレームワーク

をそのまま適用するには様々な限界や課題が

ある。実際にパブリックセクター用の補足資

料を使って報告されていても、その望み通り

には成果をあげていない(Dumay et al. 2010)

ことがいくつかの先行研究で示されている。

よって、報告の目的から、ステークホルダー

への説明責任の概念の拡大、持続可能性業績

の測定手法、担当部局、報告媒体や時期まで、

様々な点について議論を進める際に、このよ

うなパブリックセクターの特殊な状況や役割

を考慮し、民間企業とは異なる視点でこの問

題を議論することが重要となる。管理者にお

いては制度的政治的な正当性を確保したい、

あるいは内部の業務管理の効率性の向上を求

める圧力に対応するために報告する誘因をも

ちがちであるが、真に持続可能性への貢献や

ステークホルダーへの適切な説明責任のため

に報告していくことが課題である。もし安易

に「説明責任」を謳って形式的に持続可能性

報告を行うならば、グリーンウォッシングや

管理主義者の正当性を誇示する場になり、本

来追求すべき持続可能性の状態から乖離し、

非持続可能性報告となる可能性がある。 

最後に、わが国の地方自治体の環境関連の

報告書の公表が非常に尐ない状況を取り上げ

た。そして、わが国の自治体における環境会

計を環境保全施策の評価システムとしてみた

場合の課題と限界を扱った文献をもとに、持

続可能性報告のあり方を検討してきた。公共

政策の評価における課題とともに、環境会計

の新たな成果指標や測定評価のための指標の

適用可能性が伺えた。 

結論として、パブリックセクターの持続可
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能性報告における課題は、パブリックセクタ

ーの役割の特質を考慮しつつ、管理者の制度

的な政治的な正当性の確保や内部の業務効率

の向上のためというよりも、真に持続可能性

への貢献やステークホルダーへの適切な説明

責任に焦点を当てて、パブリックセクターが

持続可能性報告書のあり方を検討し実施でき

るかどうかが重要な課題といえる。 

本研究の限界として、選定された先行研究

に基づく考察であることがある。残された課

題には、英国政府などのパブリックセクター

の持続可能性報告の指針の検討や、わが国の

地方自治体によるこの分野に関する実務にお

ける可能性と課題の検討がある。 
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（注記） 

(1) 筆者によれば、全国の地方自治体数は、

都道府県 47、市町村数 1,724、特別区 23

の合計 1,794が確認された（政府統計ポー

タルサイト e-Stat参照、2018年 5月 14日

現在）。 
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